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次

ペ
ー
ジ

 
条
例
（
議
員
発
議
）

〇
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
議
会
事
務
局
総
務
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
議
会
事
務
局
議
事
課
）　

　

一

〇
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き

　

議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

一

 
条

例

　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
第
十
三
項
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
二
年
度
」
の
下
に
「
並
び
に
平
成
二
十
三
年
四
月
」
を
加
え
、
同
項
中

「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
九
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
八
号

　
　
　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
環
境
生
活
委
員
会
」
を
「
環
境
生
活
農
林
水
産
委
員
会
」
に
、「
の
分
掌
」
を
「
及
び

農
林
水
産
部
の
分
掌
に
属
す
る
事
項
並
び
に
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
」に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
及
び
病
院
局
の
所
管
に
属
す
る
事
項
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
産
業
経
済
委
員
会
」
を
「
経
済

商
工
観
光
委
員
会
」
に
改
め
、「
及
び
農
林
水
産
部
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
、
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
に
お
い
て
現
に
在
職
す
る
県
議
会
議
員
の
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」

と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
保
健
福
祉
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
又
は
委
員
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
改
正
後
の
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
保
健
福
祉
委

員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
又
は
委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
保
健
福
祉
委
員
会
に
お

い
て
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
は
、
新
条
例
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
保
健
福
祉
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号

県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年

宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
中
「
六
十
一
人
」
を
「
五
十
九
人
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
表
角
田
・
伊
具
の
項
中
「
二
人
」
を
「
一
人
」
に
改
め
、
同
表
登
米
の
項
中
「
三
人
」
を
「
二
人
」
に
改

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
適
用
区
分
）

２　

改
正
後
の
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
県
議

会
議
員
の
一
般
選
挙
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
県
議
会
議
員
の
一
般
選
挙
の
告

示
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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